
    令和２年度朝日町元気なまち応援商品券交付実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、町民の経済的・精神

的な負担が増加しているとともに、町内の幅広い事業者に大きな影響が出て

いるため、町民への消費喚起を図るとともに、地域経済再生のきっかけを創

出することを目的とした朝日町元気なまち応援商品券（以下「商品券」とい

う。）の交付等について、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 （１）取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは

借受け又は役務の提供を言う。 

 （２）取扱店 取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができ

る事業所として登録された取扱事業所をいう。 

 （商品券の交付等） 

第３条 町長は、令和２年７月３１日において朝日町の住民基本台帳に記録さ

れている者（以下「交付対象者」という。）に商品券を交付する。 

２ 商品券の交付額は、交付対象者１人につき５，０００円とする。 

３ 商品券１枚当たりの券面記載の金額は５００円とし、１０枚を１組として

交付する。 

４ 商品券は交付対象者が属する世帯の世帯主に当該世帯の交付対象者全員に

係る分を一括して送付する。なお、町長が必要と認める場合を除き、分割で

の発送は行わない。 

５ 交付対象者が商品券を受理した後に紛失及び滅失、盗難された商品券の効

力は無効とする。また、再発行も認めない。 

 （商品券の使用範囲等） 

第４条 商品券は、取扱店との間における取引においてのみ使用することがで

きる。 

２ 前項の規定にかかわらず、商品券は、次に掲げる取引については使用する

ことができない。（厳守事項） 

（１）出資や債務の支払い(税金、振込手数料、国・地方公共団体への支払

い、公共料金、医療費・薬等の保険適用に係るもの) 

（２）換金性の高いものの購入（有価証券、商品券、ビール券、図書券、切

手、印紙、プリペードカード等） 



（３）たばこ事業法に規定する製造たばこの購入 

（４）事業の用に供するための物品・サービス等の調達 

（５）土地・家屋、自動車、高額商品など資産性の高い商品の購入 

（６）家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い 

（７）現金との換金、商品券との交換又は売買、金融機関への預け入れ 

（８）風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律第２条に規定する営

業に係る支払い 

（９）特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

（１０）その他、この商品券の発行趣旨にそぐわないもの 

３ 取引に使用された商品券の券面記載の金額の合計額が取引の対価を上回る

ときは、取扱店から当該上回る額に相当する額の金銭の支払いは行わないも

のとする。 

４ 交付対象者は、商品券の転売、譲渡及び換金を行ってはならない。 

５ 商品券の使用は、交付対象者本人又は代理人若しくは使者に限るものとす

る。 

（商品券の使用期間） 

第５条 取扱店において商品券を使用することができる期間は、令和２年１０

月１０日から令和３年２月２８日までの間とする。 

 （取扱店の登録等） 

第６条 町長は、取扱店への登録を希望する者を公簿する。募集期間は、令和

２年８月１日から令和２年８月１４日とし、取扱店として名簿を作成し公表

する。締め切り以降も随時登録受付をし、ホームページでの掲載のみとする

が、締め切り以降の広報紙等で公表を行う場合もある。 

２ 登録申請書兼誓約書を提出し、対象となる事業者であるかを確認後、取扱

店として登録後、当該取扱店に必要書類を交付する。 

３ 前項の規定により取扱店として登録することができる者は、本事業内容を

理解した上で、町内で事業所・店舗等を有する事業者とする。 

４ 取扱店は、町民等へ周知するため、店頭付近に朝日町が交付する店頭表示

などを貼付しなければならない 

５ 取扱店としての本事業への登録申込は無料とする。 

 （取扱店の責務） 

第７条 取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）取引において商品券の受取を拒んではならないこと。ただし、商品券

が破損、汚損等をし、その程度が大きい場合は、この限りではない。 

（２）第４条第２項に規定する取引を行ってはならない。 



（３）商品券の転売、譲渡、交換、再利用及び換金を行ってはならない。 

（４）町と適切な連携体制を構築すること。 

（５）使用された商品券の保管は、自らの責任において行うこと。 

（６）朝日町暴力団排除条例（平成２３年朝日町条例第１号）第２条第１号

に規定する暴力団又は同条第２項に規定する暴力団員でないこと。 

（７）その他町長が定める事項。 

２ 町長は、取扱店が前項に規定する事項に反する行為を行ったときは、当該

取扱店の登録を取り消すことができる。 

（商品券の換金） 

第８条 町長は、取引において商品券が使用された場合は、当該商品券を受け

取った取扱店に対し、その券面金額に相当する額を支払うものとする。 

２ 取扱店は、商品券を換金しようとするときは、取引において受け取った商

品券及び請求書等を朝日町が指定した金融機関に提出し、町長に商品券の代

金を請求する。 

３ 前項の規定により受付をした商品券等について金融機関は遅滞なく朝日町

に送付する。 

４ 前項の規定により送付された商品券等について朝日町は枚数金額を確認

し、取扱店が指定する口座へ振込により行う。 

５ 金融機関での商品券の受付期間及び振込日は別に定める。 

６ 第２項の規定による換金手続きは令和３年３月１０日までに行わなければ

ならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、実施のために必要な事項は、町長が別

に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（要綱の効力） 

２ この要綱は、令和３年３月３１日限りその効力を失う。 

 

 

 

 

 

 


